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NTTドコモ５０５ｉシリーズ専用コンテンツ 

「懸賞パズルパクロス」有料配信サービス開始のお知らせ 
 

 

萩島商事株式会社（東京都目黒区、代表取締役社長：萩島 宏）と株式会社ディースリ

ー・パブリッシャー（東京都港区、代表取締役社長：伊藤裕二）は、株式会社 NTT ドコモ

の５０５ｉシリーズ専用携帯コンテンツとして「懸賞パズルパクロス」（月額３００円／税

別）を共同開発し、平成１５年９月１６日より配信サービスを開始いたしましたのでお知

らせいたします。 

 

この「懸賞パズルパクロス」は萩島商事株式会社出版事業部が合わせて３５万部の発行

部数を誇るパズル誌「パクロス」「ナンプレマガジン」「ペイントロジック」の携帯版で、

パズルと懸賞を軸にしたエンターテインメントサイトです。数多くのパズル専門誌を発行

し、この分野で絶対的なノウハウを持つ萩島商事株式会社がパズル問題の制作を担当し、

配信システムの構築、サイト運営は NTT ドコモ５０４ｉ／５０４ｉＳ／５０５ｉシリーズ

向けコンテンツ「SIMPLE100シリーズ」などの携帯向けコンテンツで実績のあるディースリ

ー・パブリッシャーが担当します。 

 

「懸賞パズルパクロス」は、人気ジャンル「クロスワード」「ロジック」「ナンバープレ

イス」「ジョイントナンプレ」「不等号ナンプレ」に特化して出題します。問題は定期的に

新作が配信されるほか、問題のダウンロードが不要でパケット通信なしでプレイ可能なス

タンドアローン型「ｉアプリ」も用意しており、これは携帯向けパズルコンテンツでは初

の試みとなっております。また、ひと月の配信問題数は上記５ジャンル合わせて１２０問

と他競合サイトと比べてやり込み度の高い内容となっております。 

 

 



《アクセス方法》 

ⅰメニュー⇒メニューリスト⇒ゲーム⇒ゲーム１⇒ミニゲーム⇒懸賞パズルパクロス 

 

萩島商事株式会社概要 

 

正式名称    萩島商事株式会社 

代表取締役社長 萩島 宏 

設立      昭和４６年９月 

資本金     ３００百万円 

社員数     １１８名 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

 

萩島商事株式会社                     

出版事業部 中津川大介 

ＴＥＬ 03-3794-6051  

ＦＡＸ 03-3794-4241  

E-mail: mailto:nakatsugawa@hagishima.jp 

URL： http://www.hagishima.co.jp 

 

「ｉアプリ／アイアプリ」は、ＮＴＴドコモの登録商標です。 

 

 
D3Pは 1998年 10月より、麻雀、将棋、ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞなどの定番ゲームのプレイステーション向け低価格ソフ

ト「SIMPLE ｼﾘｰｽﾞ」を展開している会社です。開発費を抑える事により、1500～2000円という低価格を

実現し、幅広いユーザー層に支持され、現在までに累計国内出荷で約 180 タイトル、1000 万本以上を販

売しています。2002 年 7 月には、（株）ＮＴＴドコモ 504ｉシリーズ用ゲームコンテンツ「SIMPLE100

シリーズ」の有料配信サービスを開始し、2003年８月現在、21万人の会員を保持しております。2002年

10月期では、連結売上高 31億 5千万円、経常利益 3億 4千 5百万円をあげています。2003年 10月期は、

連結売上高 32億円、経常利益 2億 3千 2百万円を計画しています。 

株式会社ディースリー・パブリッシャー 

管理部 小澤政太郎 

ＴＥＬ 03-5786-1371 

ＦＡＸ 03-5786-1373 

E-mail: mailto:s.ozawa@d3p.co.jp 

URL：http://www.d3p.co.jp/ 
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【注意】 
本資料に記載されている情報が証券取引法第 166 条第 2 項に定められた「重要事実」に該
当する場合であって、公開後 12時間が経過する時点までに本資料を読まれた方、およびそ
の方の会社の他の役員・従業員で職務に関して本資料の内容を知らされた方は、証券取引

法第 166条第 3項および同法施行令第 30条の規定により、インサイダー規制に関する「第
一次情報受領者」とされる可能性があります。 「第一次情報受領者」は、上記公開時点ま
での間に当社の株券等の売買を行なうことは禁止されておりますのでご注意ください。 


